
 

 

 

 

 

 

令和６年度第３回大船渡市固定資産評価審査委員会 

会議資料  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年10月10日 

 



- 1 - 

議 事 (1) 

 

大船渡市固定資産評価審査委員会委員長の選任について 

 

 大船渡市固定資産評価審査委員会条例第２条第１項の規定により、委員長の選任

について、委員の互選をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大船渡市固定資産評価審査委員会条例（抜粋） 

（委員長） 

第２条 委員会に委員長を置く。委員長は委員の互選とする。 

２ 委員長は、この条例及び固定資産評価審査委員会規程の定めるところによりそ

の職務を行う。 

３ 委員長に事故がある場合又は、委員長が欠けた場合においては、委員長があら

かじめ指定する委員がその職務を行う。 

４ 委員長の任期は、１年とする。ただし、再任することを妨げない。 
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議 事 (2) 

 

委員長職務代理者の指定について 

 

 大船渡市固定資産評価審査委員会条例第２条第３項の規定により、委員長職務代

理者の指定について、委員の指定をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大船渡市固定資産評価審査委員会条例（抜粋） 

（委員長） 

第２条 委員会に委員長を置く。委員長は委員の互選とする。 

２ 委員長は、この条例及び固定資産評価審査委員会規程の定めるところによりそ

の職務を行う。 

３ 委員長に事故がある場合又は、委員長が欠けた場合においては、委員長があら

かじめ指定する委員がその職務を行う。 

４ 委員長の任期は、１年とする。ただし、再任することを妨げない。 
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大船渡市固定資産評価審査委員会条例 

昭和27年４月１日条例第22号 

 

 改正 昭和32年９月27日条例第29号 昭和38年３月６日条例第３号  

   平成11年６月24日条例第14号 平成12年６月27日条例第16号  

  平成28年３月16日条例第13号 平成28年３月31日条例第22号  

  令和元年12月17日条例第33号 令和３年９月22日条例第23号  

第１章 総則 

（この条例の目的） 

第１条 この条例は、地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）第436条の規定に基づ

き、固定資産評価審査委員会（以下「委員会」という。）の審査の手続、記録の保存その他審査に

関し必要な事項を定めることを目的とする。 

第２章 委員長及び書記 

（委員長） 

第２条 委員会に委員長を置く。委員長は委員の互選とする。 

２ 委員長は、この条例及び固定資産評価審査委員会規程の定めるところによりその職務を行う。 

３ 委員長に事故がある場合又は、委員長が欠けた場合においては、委員長があらかじめ指定する委

員がその職務を行う。 

４ 委員長の任期は、１年とする。ただし、再任することを妨げない。 

（書記） 

第３条 委員会に書記１人を置く。 

２ 書記は、市職員のうちから市長の同意を得て委員長が任命する。 

３ 書記は、委員長の指揮を受けて調書を作成し、及び委員会の庶務を処理する。 

第３章 審査の申出 

（審査の申出） 

第４条 法第432条の規定による審査の申出は、審査申出書正副２通を委員会に提出してしなければな

らない。 

２ 審査申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(１) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所 

(２) 審査の申出に係る処分の内容 

(３) 審査の申出の趣旨及び理由 

(４) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨 

(５) 審査の申出の年月日 

３ 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人に

よつて審査の申出をするときは、審査申出書には前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しく

は管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行令（平成27年政

令第391号）第３条第１項に規定する書面を添付しなければならない。 

４ 審査申出人は、審査申出書（添付書類を含む。）の提出後、その記載事項に変更を生じた場合に

おいては、直ちに当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。 

５ 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失つたときは、書面でその

旨を委員会に届け出なければならない。 

（審査申出書の受理及び却下） 

第５条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、速やかにその記載事項、提出期限その

他の事項について調査をしなければならない。 

２ 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ、適

法な方式を備えているものである場合においては、これを受理しなければならない。 

３ 委員会は、第１項の調査の結果、審査申出書の記載事項に欠陥がある場合においては５日以内の

期間を定めて、審査申出人にその欠陥を補正させなければならない。 

４ 委員会は、審査申出書を受理した場合においてはその旨を市長に、却下した場合においてはその

旨を審査申出人に、それぞれ通知しなければならない。 
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第４章 審査の手続 

（書面審理） 

第６条 委員会は、書面審理を行う場合においては、市長に対し審査申出書の副本及び必要と認める

資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて、正副２通の弁明書の提出を求めるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成14年法律第

151号）第６条第１項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して弁明がされた場合に

は、前項の規定に従つて弁明書が提出されたものとみなす。 

３ 委員会は、弁明書の提出があつた場合においては、審査申出人に対しその副本及び必要と認める

資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。 

４ 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができ

る。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。 

５ 委員会は、審査申出人から反論書の提出があつたときは、これを市長に送付しなければならない。 

（審査申出人の口頭による意見陳述） 

第７条 委員会は、法第433条第２項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与

える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。 

２ 書記は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。 

３ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに

署名しなければならない。 

(１) 事案の表示 

(２) 意見の内容 

(３) その他必要な事項 

（口頭審理） 

第８条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。 

２ 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度、口頭審理の日時及び場所を審査申出人及

び市長に通知しなければならない。 

３ 委員会は、必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。 

４ 委員会は、関係者（審査申出人及び市長を除く。）に対し、その請求により口頭による証言に代

えて口述書の提出を許すことができる。 

５ 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(１) 提出者の住所及び氏名 

(２) 提出の年月日 

(３) 証言すべき事項 

６ 委員会は、口頭審理を終了するに先だつて審査申出人に対して意見を述べ、かつ、必要な資料を

提出する機会を与えなければならない。 

７ 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。 

８ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行つた委員及び調書を作成した書記がこれに

署名しなければならない。 

(１) 事案の表示 

(２) 審理の場所及び年月日 

(３) 出席した関係者の住所及び氏名 

(４) 審理の要領 

(５) その他必要な事項 

（実地調査） 

第９条 書記は、実地調査について調書を作成しなければならない。 

２ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行つた委員及び調書を作成した書記がこれに

署名しなければならない。 

(１) 事案の表示 

(２) 調査の場所及び年月日 

(３) 調査の結果 
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(４) その他必要な事項 

（議事についての調書） 

第10条 書記は、前３条に規定するもののほか、委員会の議事について調書を作成しなければならな

い。 

２ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び調書を作成した書記がこれ

に署名しなければならない。 

(１) 事案の表示 

(２) 調査の場所及び年月日 

(３) 会議の要領 

(４) その他必要な事項 

（決定書の作成） 

第11条 委員会は、審査の決定をする場合においては、次に掲げる事項を記載し、委員長名を記名し、

公印を押印した決定書を作成しなければならない。 

(１) 主文 

(２) 事案の概要 

(３) 審査申出人及び市長の主張の要旨 

(４) 理由 

２ 法第433条第12項の通知は、審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもつて、市長に対しては

その副本をもつて、これをしなければならない。 

（審査の秩序維持） 

第12条 委員会は、審査の進行を妨げる者に対し退席を求めることができる。 

第５章 雑則 

（関係者に対する費用の弁償） 

第13条 法第433条第７項の規定によつて関係者（審査申出人及び市長を除く。）に対し出席及び証言

を求めた場合においては、当該関係者に対して大船渡市における公聴会及び調査等に出頭又は参加

する者の費用弁償支給条例（昭和42年大船渡市条例第16号）の例により、費用を弁償するものとす

る。 

（固定資産評価審査委員会規程への委任） 

第14条 この条例に定めるもののほか、審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は固定

資産評価審査委員会規程で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和32年９月27日条例第29号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和38年３月６日条例第３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成11年６月24日条例第14号） 

１ この条例は、平成12年１月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の大船渡市固定資産評価審査委員会条例第４条第２項第３号、第６条、第

７条並びに第８条第１項、第２項及び第６項の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係

る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの

固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって

当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律（平成11年法律第15号）による改正後の

地方税法（昭和25年法律第226号。以下「新法」という。）第419条第３項の縦覧期間の初日又は新

法第417条第１項の通知を受けた日が平成12年１月１日以後の日であるもの（以下この項において

「申出期間の初日が平成12年１月１日以後である審査の申出」という。）について適用し、平成11

年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の

申出（申出期間の初日が平成12年１月１日以後である審査の申出を除く。）については、なお従前

の例による。 

附 則（平成12年６月27日条例第16号） 



- 6 - 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年３月16日条例第13号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の固定資産評価審査委員会条例第４条第２項、第３項及び第６項、第６条第２項、第３項及び

第５項並びに第11条第１項の規定は、平成28年４月１日以後に地方税法（昭和25年法律第226号）第411

条第２項の規定による公示若しくは同法第419条第３項の規定による公示（同法第420条の更正に基づく

納税通知書の交付がされた場合には当該納税通知書の交付）又は同法第417条第１項後段の規定による通

知（以下この項において「公示等」という。）がされる場合について適用し、同日前に公示等がされた場

合については、なお従前の例による。 

   附 則（平成28年３月31日条例第22号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和元年12月17日条例第33号） 

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素

化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法

律（令和元年法律第16号）の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 

附 則（令和３年９月22日条例第23号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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大船渡市固定資産評価審査委員会規程 

令和５年12月１日固定資産評価審査委員会訓令第１号 

     

（目的） 

第１条 この訓令は、大船渡市固定資産評価審査委員会条例（昭和27年大船渡市条例第22号）第14条

の規定に基づき、固定資産評価審査委員会（以下「委員会」という。）の審査の手続、記録の保存

その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（委員会の招集） 

第２条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを

行うものとする。 

２ 前項の招集状は、少なくとも集会の日の５日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を

要する場合においては、この限りでない。 

（委員長の職務） 

第３条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に

任ずるものとする。 

（資料提出要求書） 

第４条 委員会は、地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）第433条第３項の規定に

より審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要

求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。 

(１) 資料の表示 

(２) 資料の提出すべき日時及び場所 

（呼出状） 

第５条 委員会は法第433条第７項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合におい

ては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。 

(１) 出頭すべき日時及び場所 

(２) 証言を求めようとする事項 

２ 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の２日前にこれを送達しなければならない。ただし、

急を要する場合においては、この限りでない。 

（文書の様式） 

第６条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押さなけ

ればならない。 

２ 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日及び委員

会の名称を記載し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名しなければならない。 

（文書の送達方法） 

第７条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。 

（資料及び記録の保存及び閲覧） 

第８条 委員会は、法第433条第３項の規定により提出させた資料及び審査の議事に関する記録を５年

間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。 

附 則 

この訓令は、令和５年12月１日から施行する。 



 

震災前後の標準宅地の推移について 

 １ 標準宅地の選定は、評価替えを行う年度の３年前に実施することとしているため、震災後初めて

の評価年度である平成 24 年度の評価替えにおいては、平成 21 年度に標準宅地の選定を行い、その

後、平成 23年１月１日時点の価格の不動産鑑定を行っている。 

 ２ 前述のとおり不動産鑑定を行ったが、震災により不動産鑑定時点と平成 24年度の評価替え時点の

状況が大きく異なったため、固定資産税額の算定に当たっては、津波の浸水の影響が大きい地域を中

心に減価補正や課税免除等を行った。 

   なお、評価替え前の平成 23年度の固定資産税については、津波浸水区域全てを全額免除している。 

 ３ 平成 27年度の評価替え時は、津波による全壊被害を受けた標準宅地を中心に、大幅に地点の見直

しを行った。（表１参照） 

 ４ 津波浸水区域の標準宅地の価格の推移については、平成 27年度の評価替え時において、全壊区域

で価格が大きく下落しているのに対し、浸水区域外の土地の需要の高まりにより、一部浸水区域又は

浸水区域外で価格が上昇している。（表２参照） 

 

表１ 標準宅地の所在地点数の推移 

 H21 

（震災前） 

H24 

（震災後） 

H27 

（大幅見直し） 

R6 

（現在） 

大船渡市内標準宅地数 367 367 341 345 

前回時点からの増減  0 -26 
-1 

(R3比) 

前回からの変更地点数  7 67 
32 

(R3比) 

 

表２ 浸水区域の価格の推移 

 H21 

（震災前） 

H24 

（震災後） 

H27 

（大幅見直し） 

R6 

（現在） 

市内の価格の平均変動率  
92.9％ 

（H21比） 

87.1％ 

（H21比） 

82.8％ 

(H21比) 

【A】 価格(円) （全壊区域）     

大船渡町字野々田 23-12(震

災時)、23-1他（現在） 

52,000 
42,000 

（H21 比 80.8％） 

35,600 

（H24 比 84.8％） 

41,100 

（R3 比 96.7％） 

【B】 価格(円) （一部浸水区域） 

大船渡町字明神前 7-7（震災

時）、11-11（現在） 

36,000 
33,400 

（H21 比 92.8％） 

36,400 

（H24 比 109％） 

38,200 

（R3 比 99.0％） 

【C】 価格(円) （浸水区域外）    

大船渡町字明神前 20-23 
27,000 

25,300 

（H21 比 93.7％） 

27,700 

（H24 比 109.5％） 

29,700 

（R3 比 99.0％） 
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【別紙】 浸水区域の価格推移の例 
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Ａ 

Ｂ 

Ｃ 全壊区域 

一部浸水区域 

浸水区域外 


